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「 年 末 年 始 無 災 害 運 動 」 実 施 要 綱  

（令和６年12月１日～令和７年１月31日）  

 

栃 木 労 働 局 

１ 趣旨 

栃木県内の労働災害（新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く）による休

業４日以上の死傷者数は、本年 10月末現在で 1,648人と前年同期よりも 35人・2.1％減少し

ている。しかしながら、11月 27日時点において労働災害により 16人の尊い生命が失われて

おり、特に、本年９月以降は立て続けに９人の尊い生命が失われ、大変憂慮すべき状況に

ある。 

本年の死亡災害は、高所からの墜落、コンベヤーによる挟まれ等、依然として在来型の災

害が顕著であるなど、基本的な安全対策の欠如によるものが多数を占めている。一方、休業

災害では、転倒や腰痛等、労働者の作業行動に起因する「行動災害」が全体の４割を占める

状況にあり、特に、転倒は増加に歯止めがかからない状況であることからも、本年度はより

一層の取り組みを行う必要がある。 

これから、年末年始のあわただしい期間に作業を進めていく中で、慣れない機械設備の保

守点検・再稼働等の非定常作業が増えるほか、物流等の増加に伴う交通事故や荷役作業時の

事故、積雪や凍結による転倒等の危険が増すため、各事業場においては、非定常作業を含め

た基本的な安全確認の徹底、作業開始前点検の実施、作業手順や交通ルールの遵守、安全衛

生保護具の点検の実施及び着用の徹底、長時間労働の防止を含めた労働者の健康状態の確認

等に全員で取り組むことが一層重要となる。 

これら状況を踏まえ、栃木労働局及び管下労働基準監督署が主唱し、年末年始における労

働災害の防止とりわけ死亡災害の撲滅を目的とした「年末年始無災害運動」を各労働災

害防止団体等とともに実施する。 

 

２ 当局実施期間 

令和６年12月１日から令和７年１月31日まで 

３ 運動スローガン 

『 今年もやります！ 基本作業の徹底 年末年始も無災害 』 

（中央労働災害防止協会 令和６年度 年末年始無災害運動標語） 

 

別添 

（栃木労働局ＨＰ） 
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４ 災害防止の重点事項 

（１）死亡労働災害及び身体に障害が生ずる重篤な災害の撲滅 

（２）「転倒」及び腰痛等の「動作の反動、無理な動作」による行動災害の防止 

（３）高所作業における「墜落、転落」による災害の防止 

（４）機械設備による「はさまれ・巻き込まれ」による災害の防止 

 

５ 栃木労働局の実施事項 

（１）栃木労働局「死亡労働災害防止に向けた緊急要請」、「『ころば Nice（ないっす）とち

ぎ』転倒予防体操」、「Ａない声かけ運動！Ｒ６」及び「STOP!“建設３大災害”」の展

開 

（２）災害防止団体等に対する啓発、広報の実施 

（３）重点事項に係る指導啓発用チラシの作成・配布、広報の実施 

（４）各種会合等における周知徹底 

（５）栃木労働局ホームページによる周知 

６ 各労働基準監督署の実施事項 

（１）管内の実情に合った無災害運動の展開 

（２）栃木労働局「死亡労働災害防止に向けた緊急要請」、「『ころば Nice（ないっす）とち

ぎ』転倒予防体操」、「Ａない声かけ運動！Ｒ６」及び「STOP!“建設３大災害”」の展

開 

（３）建設業に対する監督指導等の実施 

（４）各種会報・機関紙等への掲載依頼 

（５）各種会合・説明会等における本運動の趣旨の徹底 

（６）その他各署独自の推進運動 

７ 事業場の実施事項 

（１）経営トップによる「安全衛生方針」の決意表明 

（２）栃木労働局 「死亡労働災害防止に向けた緊急要請」、「『ころば Nice（ないっす）と

ちぎ』転倒予防体操」、「Ａない声かけ運動！Ｒ６」及び「STOP!“建設３大災害”」の

展開 

（３）安全衛生パトロールの実施 

（４）機械設備に係る一斉検査及び作業開始前点検の実施 

（５）年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓの徹底 

（６）年始時期の作業再開時の安全確認の徹底 
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（７）ＫＹ（危険予知）活動を活用した非定常作業における労働災害防止対策の徹底 

（８）安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等の点検と整備・更新 

（９）化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化学物質管理の徹底 

（10）「転倒」、「墜落、転落」及び「はさまれ・巻き込まれ」による災害防止や腰痛予防対

策の徹底 

（11）火気の点検、確認など火気管理の徹底 

（12）交通労働災害防止対策の推進 

（13）過重労働をしない・させない職場環境づくり 

（14）自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働災害防止対策の推進 

（15）高年齢労働者を含めた身体機能の維持向上のための健康づくり、健康的な生活習慣（睡

眠、食事、運動等）に関する健康指導などの実施 

（16）職場のハラスメント防止につながる取り組みの推進 

（17）安全衛生旗の掲揚及び年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示 

（18）その他安全衛生意識高揚のための活動の実施 

 

【参考資料等】※ ホームページに掲載しております。 

・ 栃木労働局「死亡労働災害防止の緊急要請」 

・ 『ころば Nice（ないっす）とちぎ』転倒予防体操 

・ Ａない声かけ運動！Ｒ６ 

・ ＳＴＯＰ！“建設３大災害” 

・ ＳＴＯＰ！転倒プロジェクト in栃木 

  ・ エイジフレンドリーガイドライン (高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン) 


